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聖ヨゼフの園デイサービスセンター

サービス利用料金表 【要介護の方】

１割負担 （日額）

区　　　　　　　分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

900 単位 1,023 単位 1,148 単位

単

 

位

 

数

通常規模型通所介護費（7時間以上8時間未満）……① 658 単位 777 単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)……②

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ……⑤＝③×0.12 86 単位

962 単位 1,085 単位 1,210 単位

22 単位

科学的介護推進体制加算……③ 40 単位

　　　　　　　　小　　計……④＝①＋②＋③ 720 単位 839 単位

145 単位

　　　　　　　　合　　計……A＝④＋⑤ 806 単位 940 単位 1,077 単位 1,215

101 単位 115 単位 130 単位

単位 1,355 単位

 介護サービス費用…… B＝A×10.27 8,277 9,653 11,060 12,478 13,915

 自己負担額……D＝B－C 828 966 1,106 1,248 1,392

 うち介護保険から給付される額……C＝B×0.9 7,449 8,687 9,954 11,230 12,523

２割負担 （日額）

区　　　　　　　分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

昼食代(おやつ代を含む)……Ｅ 660

　　　　　　　　　基本利用料……D＋E 1,488 1,626 1,766 1,908 2,052

900 単位 1,023 単位 1,148 単位
単

 

位

 

数

通常規模型通所介護費（7時間以上8時間未満）……① 658 単位 777 単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)……②

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ……⑤＝③×0.12 86 単位

962 単位 1,085 単位 1,210 単位

22 単位

科学的介護推進体制加算……③ 40 単位

　　　　　　　　小　　計……④＝①＋②＋③ 720 単位 839 単位

145 単位

　　　　　　　　合　　計……A＝④＋⑤ 806 単位 940 単位 1,077 単位 1,215

101 単位 115 単位 130 単位

単位 1,355 単位

 介護サービス費用…… B＝A×10.27 8,277 9,653 11,060 12,478 13,915

 自己負担額……D＝B－C 1,656 1,931 2,212 2,496 2,783

 うち介護保険から給付される額……C＝B×0.8 6,621 7,722 8,848 9,982 11,132

３割負担 （日額）

区　　　　　　　分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

昼食代(おやつ代を含む)……Ｅ 660

　　　　　　　　　基本利用料……D＋E 2,316 2,591 2,872 3,156 3,443

900 単位 1,023 単位 1,148 単位
単

 

位

 

数

通常規模型通所介護費（7時間以上8時間未満）……① 658 単位 777 単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)……②

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ……⑤＝③×0.12 86 単位

962 単位 1,085 単位 1,210 単位

22 単位

科学的介護推進体制加算……③ 40 単位

　　　　　　　　小　　計……④＝①＋②＋③ 720 単位 839 単位

145 単位

　　　　　　　　合　　計……A＝④＋⑤ 806 単位 940 単位 1,077 単位 1,215

101 単位 115 単位 130 単位

単位 1,355 単位

 介護サービス費用…… B＝A×10.27 8,277 9,653 11,060 12,478 13,915

 自己負担額……D＝B－C 2,484 2,896 3,318 3,744 4,175

 うち介護保険から給付される額……C＝B×0.7 5,793 6,757 7,742 8,734 9,740

　注１）入浴介助を行った場合は、入浴介助加算(Ⅰ):40単位が①に加算されます。

　注２）延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5％以上減少している場合、原則として3カ月間

　　　　①の通常規模型通所介護費に3％の加算が行われることがあります。

　注３）夕食を1食610円で提供しています。

　注４）小数点以下の端数処理について

　　　　単位数の算定の際は「四捨五入」、算定された単位数から金額に換算する際は「切り捨て」を行います。

昼食代(おやつ代を含む)……Ｅ 660

　　　　　　　　　基本利用料……D＋E 3,144 3,556 3,978 4,404 4,835

令和8年6月1日より適用


